




2020年度助成分

■講演会等の名称

法曹倫理国際シンポジウム東京2021
International Legal Ethics Symposium in Tokyo 2021 (ILEST2021)

研究代表者：

田村陽子（筑波大学法科大学院・教授）

主催団体名/代表者名：

弁護士および弁護士会の職業倫理的当為の研究会／森際康友
主な講演者名：

Paul B. Miller（Notre Dame Law School・Professor of Law）

Andrew Gold（Brooklyn Law School・Professor of Law）

会場名：

Zoom オンライン上（事務局は、筑波大学東京キャンパス502教室参集）
実施期間：2020年 6月 1日～2021年 4月 30日

【研究の概要】

ILEST2021 は、テーマを「基本権と法曹 - 司法府の公共的役割」と銘打ち、午前の第 1 部は、
「依頼者弁護士間の通信秘密保護」の正義論的正当化について扱い、大武和夫元東京大学教
授・弁護士が司会を務め、荒中日本弁護士連合会会長の辞で開会し、森際康友国際法曹倫理
学会理事長・明治大学特任教授（当時）が基調報告にて、弁護士は基本的人権を擁護すると
ともに、社会的正義を実現する使命があること（弁護士法 1 条）から、司法制度の公共的機
能に遡り、原理的な考察を行う必要があることを述べた。その課題を受けて、ノートルダム
大学のミラー教授およびブルックリン大学のゴールド教授が、「ガバナンスの信認論的考察」
と称して、日本では良く知られていない「信認関係（fiduciary relationship）」論の観点から
公私の統治について招待講演を行った。アメリカ・カナダでは、信認論が依頼者の権利を優
先し、国民の信託に応える存在として弁護士を捉える視座とそこから導かれる専門職倫理的
当為をご紹介された。これを受けて、成蹊大学の安部圭介教授が、カナダの判例を取り上げ、
公法理論の根本に遡った議論がいかに弁護士倫理の考察に応用できるかを教示した。その後、
北海道大学の佐々木雅寿教授が特定質問を行い、全体でシンポジウムをし、司会が第一部の
議論状況を整理した。午後の第 2 部は「秘密保護の憲法論的正当化」の理論と実務をテーマに、
日本の弁護士の役割に関する具体的な政策課題につき、片山達弁護士が比較法的見地から問
題点を指摘・検討し、申請者（田村）は、「公的信託と基本権」の関係につき理論的考察を行っ
た。佐成実弁護士および浜辺陽一郎弁護士がその後特定質問し、一橋大学の葛野尋之教授が

「刑事手続における通信秘密保護」につきベンサムの歴史的課題を解き、山本晋平教授が実
務的見地から特定質問を行った。早稲田大学の長谷部恭男教授が「憲法論的議論についての
Caveat」を論じ、今後の議論の視点および課題的示唆を与えた。当日の寄稿論文及び当日の
議論の反訳を参加者および関係者に送り、成果を広く共有した。
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2016年度助成分

■講演会等の名称

（講演会 1）2017 J-WEN Mentoring Event
（講演会 2）J-WEN mentoring event at Econometric Society
 Summer School in Sapporo
研究代表者：

安部由起子（北海道大学・教授）

主催団体名/代表者名：

J-WEN

主な講演者名：
（講演会 1）
Heather Anderson (Maureen Brunt Professor of Economics and Econometrics, Monash University, Australia); 

Sara Ayllón (Associate Professor, University of Girona, Spain); 

Hilde Bjornland (BI Norwegian Business School, Norway, Professor); 

Yoosoon Chang (Professor, Indiana University, USA); 

Marcelle Chauvet (Professor, University of California Riverside, USA) ; 

Ana Galvao (Associate Professor (当時), University of Warwick, UK); 

Soohyung Lee (Associate Professor (当時)，Sogang University, South Korea); 

Barbara Rossi (ICREA Professor, Universitat Pompeu Fabra, Spain); 

Cindy Shin-Huei Wang (Associate Professor (当時), National Tsing Hua University, Taiwan); 

Xueyan Zhao (Professor, Monash University, Australia); 

Kayo Tajima (Professor, Rikkyo University, Japan); 

Yukiko Abe (Professor, Hokkaido University, Japan)

（講演会 2）
In-Koo Cho (University of Illinois (William S. Kinkead Professor,当時)); 

Francoise Forges (Universite Paris – Dauphine, Professor of economics); 

Takako Fujiwara-Greve (Keio University, Professor); 

Debraj Ray (New York University, Julius Silver Professor); 

Ariel Rubinstein (Tel Aviv University and New York University, Professor); 

Bruno Strulovici (Northwestern University, Professor)

会場名：
（講演会 1）ホテルエミシア札幌
（講演会 2）北海道大学、人文社会科学研究棟　W102 教室
実施期間： （講演会 1）2017 年 6 月 25 日～ 2017 年 6 月 25 日
 （講演会 2）2019 年 8 月 11 日～ 2019 年 8 月 11 日

【研究の概要】

国際学会（International Association for Applied Econometrics、以下 IAAE）、および、
研究集会（Econometric Society Summer School、以下 ESSS）にて、著名なシニア研究者と、
女性若手研究者が集まる機会を活用し、シニア研究者にメンターを務めてもらい、女性若手
研究者のメンティーを支援する、という形式で実施した。IAAE は計量経済学と実証経済学、
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ESSS は理論経済学において国際的に高い評価を受けている学会であり、実証経済学と理論
経済学の両面からこのようなイベントを開催できたことは、経済学研究分野を広くカバーす
る意味でバランスが取れた開催であったと考える。IAAE の理事から、このメンタリング・
イベントに対して好意的な評価をいただいた。また 2019 年度の ESSS 後のメンタリング・
イベントについても、ESSS の運営にかかわっている教授からポジティブな評価をいただい
た。２回の講演会の詳細は、以下のとおりである。

IAAE 学会の学会前日の 2017 年 6 月 25 日には、IAAE 学会に参加する女性研究者（若手
及びシニア）が参加してメンタリング・イベントを実施した。前半に研究経験・実績のある
シニアの女性研究者がパネリストになり、論文投稿と査読のプロセスがどのようなものであ
り、実績を着実に公表していくためには何が必要かについて、パネル討論と質疑を実施した。
後半では、若手女性研究者とシニア研究者が、研究分野別にグループに分かれ、若手が 1 人
ずつ自身の研究を説明し、グループ内で、研究の改善のための議論を行なった。

ESSS の翌日の 2019 年 8 月 11 日には、サマースクールに参加した女性の大学院学生 9 名、
および、北海道大学に所属する 2 名の女性の大学院生をメンティーとし、サマースクールの
講師をメンターとするイベントを実施した。前半では、パネルディスカッション形式で、共
同研究の実施、学会発表と学会参加、査読プロセスの対応、等のトピックスについて討論を
行った。その後、メンターとメンティーから構成されるグループを作って、メンティーが個
人の研究を発表し、グループで討論しフィードバックを行なった。
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■講演会等の名称

①働く女性のパワハラ防止
②女性が輝く社会ってどんな社会？
③教授、その恋愛はセクハラです！
④今ハラスメント防止に何が必要なのか？
⑤二村さん､ セックスって何ですか
　～相談現場に現れる性と恋愛～
⑥臨時開講！二村ゼミ＠中澤研究室 1
⑦臨時開講！二村ゼミ＠中澤研究室 2

研究代表者：

中澤未美子（山形大学大学院理工学研究所・准教授）

主催団体名/代表者名：

山形大学 学術研究院/中澤未美子
主な講演者名：

①上野千鶴子（東京大学名誉教授）、小酒部さやか（株式会社 naturalrights 代表取締役）

②野田聖子（衆議院議員）

③牟田和恵（大阪大学大学院教授）

④小島慶子（エッセイスト・タレント・東京大学大学院情報学環客員研究員 )、
 渋谷典子（NPO 法人参画プラネット代表理事）

⑤～⑦二村ヒトシ（作家）、須藤八千代（愛知県立大学名誉教授）

会場名：

①名古屋大学 野依記念学術交流館
②及び③名古屋大学 National Innovation Complex
④山形大学 未来ホール（ハイブリッド開催）
⑤～⑦オンライン開催

実施期間：
①2017年6月10日（土） ②2018年12月20日（木） ③2018年12月25日（火） ④2020年11月24日（火）
⑤2021年6月26日（土） ⑥2021年8月7日（土） ⑦2021年9月11日（土）

【研究の概要】

5 年間に渡り「働く女性のパワハラ防止－妊活ハラスメントからマタハラ・育ハラまで－」
をテーマとする講演会開催への助成を頂き、著名な方々からハラスメント防止に関する最新
の知見を、広く一般の方々と共有する機会を７回設けることができた。2017 年度には、上野
千鶴子氏から、これまでのキャンパスセクハラの解決実践経緯と今後のフェミニズムの潮流
を、小酒部さやか氏からはマタハラ防止のポイントを講演いただいた。両者の講演後、名古
屋大学束村博子教授と上野氏、小酒部氏との鼎談を行い、日本におけるセクハラ防止や女性
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の地位向上について、フロアーとの意見交換が活発になされた。2018 年度には、野田聖子氏
から、日本の人口変動を概観したセクハラ発生・防止の機序や、国政におけるハラスメント
に関する立法等に向けた動きを、牟田和恵氏からは、著書「部長、その恋愛はセクハラです！」
をアカデミアに移行させた論考と、大学におけるセクハラ事案分析を教示いただいた。この
講演会の参加者には、「セクハラ防止クッキー」を無料配布し、これについて日本経済新聞
において２回に渡り取り上げられ、広くセクハラ防止について啓発ができたと考える。2020
年度には、新型コロナウイルス防止の観点から、大々的な集合型講演会の開催は見送り、オ
ンラインにおいて小島慶子氏から、自身がハラスメント防止について発信するようになった
経緯等を、渋谷典子氏からは労働法や Decent Work の観点からハラスメント防止について
講演いただくことができた。2021 年度には、須藤八千代氏と二村ヒトシ氏から、恋愛や性愛、
DV や性暴力に関して知見を述べて頂き、一般市民の方々と意見交換する場を設けることが
できた。

以上、この５年間で、多岐に渡る分野の有識者を招聘し、一般市民の方々とともにハラス
メント防止について考える機会を設けることができた。引き続き、同様の機会が各所で設け
られ、一人一人の心がけによってハラスメントの防止効果が高まることを期待する。貴財団
に心よりお礼申し上げます。
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《非公募》
奨学研究員実績報告書
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2021年度助成分

● 2021年度に野村財団の奨学研究員助成を受けて、東京大学大学院法学政治学研究科が行っ
た活動は以下の通りである。

①研　究　者： 劉逍（東京大学大学院法学政治学研究科・博士課程3年）
　滞 在 期 間： 2017年4月1日～2022年3月31日
　研究課題名： 現代中国における地方ガバナンスの機構と調整
 －政府による公共財の供給と政権の正統性に関する認識に着目して－
②研　究　者： 高逸薫（東京大学大学院法学政治学研究科・博士課程3年） 
　滞 在 期 間： 2018年4月1日～2022年3月31日
　研究課題名： 株主代表訴訟における株主以外の主体（弁護士又はファンド等）に対する

提訴への金銭的なインセンティブ付与の必要性と方法について

● 2021年度に野村財団の奨学研究員助成を受けて、東京大学大学院経済学研究科付属日本経
済国際共同研究センターが行った活動は以下の通りである。

①研　究　者： Maria Martin-Rodriguez（名古屋大学大学院経済学研究科・特任講師）
　滞 在 期 間： 2021年4月4日～2021年4月10日
　研究課題名： Piracy, Information Economics, Networks
②研　究　者： 青柳潤（University of California, Berkeleyで博士号を取得後、Department 

of Finance, Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) 着
任迄の間に来訪）

　滞 在 期 間： 2021年5月18日～2021年7月15日
　研究課題名： Market Microstructure, High-Frequency Trading, and Liquidity on 

Decentralized Exchanges
③研　究　者： 内田交謹（九州大学経済学研究院・教授）
　滞 在 期 間： 2021年11月4日～2021年11月6日
　研究課題名： 日本におけるコーポレート・ガバナンス
④研　究　者： 松田一茂（神戸大学大学院経済学研究科・講師）
　滞 在 期 間： 2021年11月9日～2021年11月13日
　研究課題名： Wage inequality and education policy
⑤研　究　者： 今喜史（宇都宮共和大学・専任講師）
　滞 在 期 間： 2022年2月8日～2022年2月18日
　研究課題名： 教育投資と国際資本移動が賃金格差に与える影響に関する理論研究
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2021年度助成分

● 2021年度に野村財団の客員研究員助成を受けて、東京大学大学院経済学研究科が行った活
動は以下の通りである。

①研　究　者： 栗田高光（福岡大学経済学部・教授）
　滞 在 期 間： 2021年12月15日～2021年12月18日
　受 入 機 関：東京大学大学院経済学研究科
　受入責任教官：新谷元嗣（東京大学大学院経済学研究科・教授）
　研究課題名： 共和分回帰に未知の非線形トレンドがあるときの共和分階数検定統計量の

開発
②研　究　者： 広瀬純夫（信州大学経法学部・教授）
　滞 在 期 間： 2022年2月10日～2022年2月16日
　受 入 機 関：東京大学大学院経済学研究科
　受入責任教官：福田慎一（東京大学大学院経済学研究科・教授）
　研究課題名： Analysis of motive for corporate cash holding: Empirically investigating 

why Japanese listed firms hold so much cash.
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2021年度助成分

●2021年度に野村財団の研究設備助成を受けて、東京大学大学院法学政治学研究科が行っ
た「東京大学法学部研究室図書室外国法令判例資料室」の整備は以下の通りである。

タイトル 巻　号 受入冊数

Codes Dalloz 15 

Collection des Juris-classeurs 2021 6 

Digesto delle discipline penalistiche 1 

Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Lfg. 240-241 2 

McKinney's consolidated laws of New York annotated 14 

Österreichische Gesetze Lfg. 77 1 

Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgesetze Lfg. 93 1 

Restatement of the law 2021 1 

Shepard's federal citations
Vol. 111(5-13, 15-
16),
Supple1-2

13 

Shepard's northeastern reporter citations. Vol. 113(3-8) 6 

Shepard's pacific reporter citations. Vol. 114(3-8) 6 

Steuerrichtlinien : Textsammlung der Verwaltungsvorschriften des 
Bundes zum Steuerrecht mit Verweisungen und Sachverzeichnissen Lfg.178-180 3 

West's annotated California codes 30 

計 99 
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2020年度助成分

● 2020年度に野村財団の研究設備助成を受けて、東京大学大学院法学政治学研究科が行った
特別講義は以下の通りである。

寄付講座「金融商品取引法（野村財団）」の設置以来、金融商品取引法に関する法の理論
と実務について、比較法を含め多角的・総合的な研究・教育を行うべく、その一環として
2018 年および 2019 年の A セメスターにおいて開講した「特別講義 金融商品取引法」（東京
大学大学院法学政治学研究科・法学部の合併の科目／神作裕之教授と飯田秀総准教授担当）
を 2020 年度 A セメスターにおいても開講した。同年度は、飯田准教授に代わり、三井秀範
特任教授を迎え多数回ご講義いただいた。また過去 2 年に引き続き、神田秀樹東京大学名誉
教授・学習院大学法務研究科教授、野村證券株式会社の実務家、および東京証券取引所の自
主規制の担当者をゲストスピーカーとしてお招きし、金融商品取引法の理論・実務の最先端
についての話をうかがい、金融商品取引法に関する理論と実務を体系的に理解するとともに
資本市場のあり方を考察した。
（ご参考：以下は 2020 年度「特別講義　金融商品取引法」のシラバス）
第１回 開講の挨拶 / 証券会社の投資銀行業務について（引受け・M&A）
 法人サイド～引受部門（エクイティ・フィックスドインカム）、投資銀行部門（Ｍ＆Ａ）
第２回 総論（金商法の目的、体系、規制の概要、有価証券概念など）
第３回 金商業規制① ～ 金商業規制の全体像
 証券会社（含 . 特別金融商品取引業者）、資産運用業・投信、ファンド、助言業、

FinTech（例 .ICO,STO）、横断的金融仲介業など
第４回 金商業規制② ～ 主に、行為規制（含 . 損失補填禁止）業際規制や投資者保護基金・

大規模証券グループ規制（含 . 横断的秩序ある破綻制度）
第５回 インサイダー取引規制
第６回 相場操縦、偽計、一般的詐欺禁止規定などの不公正取引規制
第７回 取引所（含 . 決済・清算）、自主規制／コーポレートガバナンス、スチュワードシップ
第８回 開示①（発行開示）
第９回 開示②（継続開示、内部統制報告等）
第 10 回 公開買付①
第 11 回 公開買付②、委任状勧誘、大量保有報告制度
第 12 回 金商法のエンフォースメント　含 . 課徴金制度、差止命令、検査・監督、国際協力、

民事責任
第 13 回 金商法の将来／ 金商法の現代的課題
なお、2020 年度は新型コロナウイルス感染症拡大下での活動制限、設備利用制限のため、

上記講義はすべてオンライン配信にて開催されたが、その他の研究・教育活動についても一
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定の縮小を余儀なくされた。対面での国際会議、出張、招へい等が見送られた一方、各種講
義や会議、研究会についてはオンラインでの開催が通常となり、それを前提とした設備環境
が必要となった。また今後のウィズコロナに向けた態勢づくりが急がれ、ハイブリット形式
の授業およびリモート会議に対応可能な教室や機器等の整備、加えて遠隔での教育・研究に
有効なデータベースの購入など、設備面での充実を図った。

Ⅲ .  研究実績│研究設備実績報告書
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